
建築基準法第４２条第２項の規定に係る道路の後退用地内にある建築物等の

残存部分の撤去に係る運用変更について 

 

１ 経緯 

本市では、良好な市街地形成の促進及び生活環境の向上を図ることを目的

として、平成 28 年９月から狭あい道路整備事業を開始する予定です。この

狭あい道路整備事業とは、建築物を建築する際の建築基準法（昭和 25 年法

律第 201 号。以下「法」という。）の規定による道路後退等の際、狭あい道

路の解消のために道路後退用地の寄附にご協力いただける方を対象に、測量、

分筆に要する費用及び門、塀等の除却に要する費用の一部を助成し、その後、

市が道路整備を行うものです。 

この度、この事業の開始に併せ、狭あい道路の解消に向けた取組として、

法第４２条第２項の規定に係る道路（以下「２項道路」という。）の後退用

地内にある建築物、門、塀等の残存部分（以下「残存部分」という。）の撤

去について運用を変更し、法令の規定どおり、敷地内で新築、増築、改築、

移転、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下「増築等の建築行為」とい

う。）を行う場合、後退用地内にある残存部分の撤去を求めていくことにな

りました。 

 

２ ２項道路の後退用地内にある残存部分の運用の変更点（資料１参照） 

○変更前 

・2 項道路に接する敷地で建築行為を行う時は、建築確認申請時に「建築

基準法第４２条第２項に係る道路（みなし道路）の状況報告書兼誓約書」

（以下「報告書」という。）の提出を求めており、後退用地内にある残

存部分に係る工事を行わない場合、当該工事を行うまでの間、後退用地

内にある残存部分の撤去を猶予する。 

※後退用地内にある残存部分に係る工事を行う場合は、後退用地内にあ

る残存部分の撤去が必要。 

・後退用地内にある残存部分については、報告書に記載のとおり、今後更

新（部分改修含む）時等には法を遵守させるように取扱う。 

 

 

 



○変更後 

・２項道路の状況を把握するため報告書の提出は必要。ただし、狭あい道

路整備事業を適用するものは除く。また、報告書の様式については、一

部変更を予定。 

・敷地内で増築等の建築行為を行う場合、後退用地内にある残存部分に係

る工事を行わない場合でも、法の規定どおり、後退用地内にある残存部

分の撤去が必要となる。 

・道路後退用地内にある既存の擁壁については、既存の擁壁に係る工事が

ない場合、道路内建築制限の対象外とする。 

※平成 19 年６月に国土交通省が策定した建築基準法道路関係規定運用

指針において、法第４４条の道路内建築制限についての見解が示され

ているため。 

 

３ 変更の適用 

平成 28 年９月１日以降受付の確認申請分から適用 

 

４ 変更の根拠（資料２参照） 

法第４４条の道路内の建築制限の規定が適用される前から存在している建

築物又はその敷地は、法第３条第２項の規定により既存不適格建築物として

法第４４条の規定は適用されません。しかし、法第４４条が適用された後、

その敷地において増築等の建築行為が行われると、法第３条第３項第３号及

び第４号の規定により、増築等に係る建築物又はその敷地は法第４４条の規

定が適用され、後退用地内にある残存部分については撤去する必要がありま

す。 

 

５ 建築確認申請時、完了検査時の取扱い 

 ○建築確認申請時 

増築等の建築行為に係る建築確認申請において、配置図には新設および

既存の門、塀について明記するともに、２項道路の後退用地内に残存部分

がある場合は、不適合となる部分について撤去する旨を明記するなど適合

していることを明確にしてください。 

なお、適合していることが確認できない場合は、確認済証は交付できま

せん。 



 ○完了検査時 

２項道路の後退用地内に残存部分が存在していないこと。 

なお、２項道路の後退用地内に残存部分が存在している場合は、法第４

４条に適合していませんので検査済証は交付できません。 

 

事務担当 都市計画部建築指導課建築審査担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１８６     

E - m a i l 229-3185@city.tsu.lg.jp      
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  資料２ 

建築基準法（抜粋） 

（昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号） 

 

最終改正：平成二十七年六月二十六日法律第五十号 

（適用の除外） 

第三条 （略） 

２ この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現

に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事

中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定

に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建

築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。  

３ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建

築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。  

一～二 （略） 

三 工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行

又は適用の後である増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に

係る建築物又はその敷地  

四 前号に該当する建築物又はその敷地の部分  

五 （略） 

 

（道路の定義）  

第四十二条 （略） 

２ この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員４

ｍ未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項

の道路とみなし、その中心線からの水平距離２ｍ（前項の規定により指定され

た区域内においては、３ｍ（特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安

全上支障がないと認める場合は、２ｍ）。以下この項及び次項において同じ。）

の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距

離２ｍ未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合にお

いては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距

離４ｍの線をその道路の境界線とみなす。 

３～６ （略）  

 

 

 



（道路内の建築制限）  

第四十四条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突

き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する建築物については、この限りでない。 

一～四 （略） 

２ （略） 

  


